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№3  個 人 (家 族) の 地 震 発 生 時 行 動 その 2-1 

 

地震発生 

 

            1～3 分 

     揺れがおさまった 

 

 

 

 

 

3～5 分 

 

 

 

 

隣近所の安全確認 

   出火防止・初期消火 

(余震に注意) 

 

 

 

 

揺れを感じたら、まず身を守る 

 室内の落下物でケガをしないよう急いでテーブル・机・ふとんなどの下にもぐる。 

 

揺れがおさまったら火を消す 

   揺れが小さい場合は、揺れを感じたら直ちにガスやストーブの火を消す。 

   揺れが大きいときは、まず身を守り 揺れがおさまってから火の始末を。 

火が出ても落ち着いて初期消火 

   (初期消火できなかった場合は１１９番へ消火要請し避難) 

 

靴など底の厚い履物を履く   家の中はガラスの破片が散乱して危険。 

家族の安全を確認        倒れた家具の下敷きになっていないか確認。 

火元の確認      ガスの元栓を閉め、停電していても復旧後の 

通電火災を防ぐために電気のブレーカーを OFF 

 

非常に恐怖を感じる揺れであった場合は  (震度 5 弱 以上の地震の場合) 

・ 隣近所に声かけて安全の確認 

・ 近所に火が出ていないか確認   (火が出ていたら近所に大声で知らせ初期 

     消火  状況により１１９番へ消火要請) 

・ 避難行動支援者は、避難行動要支援者の安否確認 



 

№3  個 人 (家 族) の 地 震 発 生 時 行 動 その 2-2 

 

 

                  10 分 

 

 

 

 

 

「一時避難場所」へ避難 

 

 

 

指定された「一時避難場所」へ避難 

その時、電気のブレーカー OFF  そして 念のため、ガスの元栓 閉 を確認。 

防犯上、戸締りをして 

 

避難時、非常持ち出し品の携帯を忘れずに。 

 

 避難行動支援者は、避難行動要支援者の避難支援を行う  

 

一時避難場所で避難誘導班員に次の報告をする 

「救助を必要とする在宅者の有無」 「世帯人数と安否確認人数」 「住居損壊の 

状況」 そして「避難施設へ避難希望人数」 

 

一時避難場所へは、自身が安全な状況であっても避難誘導班員に無事で 

あることを報告するために集合してください。報告が無ければ避難誘導班員 

は不明者として要救助者対象と判断しますので。 

但し、怪我など何らかの事由で一時避難場所への移動が困難な場合は、 

無事であることを知らせるため、目印として玄関門扉等に「安否確認タオル」 

を結んでおいてください。 

玄関門扉等の安否確認タオルの有無で「安否確認」を判断します。 

 

 


